
 
 
 
 
 

自リ法フロン類回収業者 更新申請必要書類一覧票 

 更新申請必要書類 確認欄 

１ 
登録・更新申請書  
※事業所所在地が千葉市・船橋市・柏市でないこと 

 

２ 

申請者が個人 

住民票の写し ※個人番号（マイナンバー）の記載のないもの 
       ※「引取業者登録更新」と同時申請の場合は、

一方は原本、他はコピーでも可 
＜発行日より３月以内＞ 

 

申請者が法人 

商業登記簿謄本（履歴事項証明書） 
       ※「引取業者登録更新」と同時申請の場合は、

一方は原本、他はコピーでも可 
＜発行日より３月以内＞ 

 

３ 

 「フロン類回収設備」の所有権を有することを証する書類 
  購入契約書，請求書，納品書，領収書，販売証明書等のうちいずれかの写し 

 

 申請者が所有権を有しない場合，使用する権原を有することを証する書類 
借用契約書，共同使用規定書，管理要領書等のうちいずれかの写し 

 

４ 
フロン類回収設備の種類及びその設備の能力を示す書類 
取扱説明書，仕様書，カタログ等のうちいずれかの写し 

 

５ 
誓約書 
※申請者（申請者が法人である場合にあっては，その法人の役員を含む。）が

法第５６条第１項各号に該当しないことを説明する書類 
 

６ 
フロン類回収業者であることを証明する書類（いずれも原本） 
フロン類回収業者登録通知書又はフロン類回収業者登録証明願等 

 

７ 千葉県収入証紙４，０００円分  

 
 


